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1 ． はじめに

【岩倉】　今日は，皆様，お忙しいところ，お
集まりいただきまして，ありがとうございまし
た。
知財協さんのご企画で，「産業横断　職務発
明制度座談会～見えてきた課題，我が国のイノ
ベーションに寄与する職務発明制度の在り方を
考える～」と題しまして，皆様，ご案内のとお
り，はじめさせて頂きたく存じます。

昨年，政府の知財本部で，現在の特許法35条
にあります職務発明制度を見直していく方針が
示されました。安倍政権が発足し，アベノミク
スの中で非常に重要視されています成長戦略の
中で，日本にとってものづくりというのは非常
に重要だというのは，どなたも認識されていら
っしゃるわけで，世界的にも大変台頭してきた
中国など新興国に対して，さらにイノベーショ
ンというものをもう一度見直し，それをまた日
本で勃興させなきゃいけないという認識に至っ
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ています。そういう観点から，職務発明制度に
ついて従来から有名な裁判が起きたり，マスコ
ミ内外でもいろいろな議論がされておりました。
そこで昨年，知財本部で職務発明制度の見直
しをすべきではないか，特に産業界から，今の
職務発明制度のあり方が，ほんとうに産業の日
本の今後の成長戦略，イノベーションというも
のを考える上において合っているのかどうか，
根本的に考えるべきではないかということで，
政府や知財協さんなどから昨年の春以降，いろ
いろなご意見が出てきました。それに対して，
学会の中では，平成16年に特許法は，既に改正
されているので，それをさらにまた変えるとい
うのは理由が必要だ等議論がなされています。
それから，マスコミでは職務発明制度を，産
業の発展のために見直すのもいいけれども，従
業員，特に研究者の方々のインセンティブ，モ
チベーションを低めるようになってはいけない
とも取り上げられています。日亜化学さんの裁
判で有名になりました中村博士は，日本の制度
は今でも従業員，研究者に冷たいんだというよ
うなご発言もあり，両極端な議論がいろいろと
なされております。
その中で一つ非常に私はいいことだなと思い
ますのは，現場のいろいろな企業さんにおいて，
いろいろな研究の状況というのはあるはずで，
そういう現場の生の世界での話というのがもっ
と反映すべきではないかということで，今回知
財協さんの企画で特に中小企業を中心とした座
談会に参加させて頂きました。中小企業と申し
上げるには，皆様ほんとうに成功されていらっ
しゃるのですが……。
【梶原】　いや，いいですよ。遠慮してないで
言ってください（笑）。
【岩倉】　はい。こういう場で今回の皆様のご
体験も踏まえながら，ほんとうにあるべき制度
というのはどういうものかということを，一つ
のご意見として世間に出せればというのが目的

だと理解しております。拙い司会でございます
が，よろしくお願いいたします。
【全員】　よろしくお願いします。
【岩倉】　前振りが長かったのですが，それで
は，最初に，キヤノンの長澤様，知財協さんで
のタスクフォースのメンバーを代表ということ
で，まず，今回のこの企画に当たってのご意見
を賜りたいと思います。

1．1　カメラ開発現場で起きていること

【長澤】　今日は資料なしで，私の実体験と実
感を例に話をさせて頂きたいと思います。まず
最初に，やはり特許法が現在のままではまずい
かなと思い始めています。

というのは，キヤノンという会社は，ご存じ
のとおり，カメラとか，プリンターをつくって
いるのですが，昔は，例えばＡ－１とか，Ｆ－
１のようなカメラは設計者一人で全体の構想を
練って考えたわけです。その中で，部分的に「じ
ゃあ，この設計はおまえに任すからね」という
形でやってきましたので，そこで生まれた発明
というのはそれなりの価値がありました。当時
は，１件のカメラに使われている特許は，大体
多くて100件程度が精一杯だったのです。
今，EOSというデジタルカメラがありますが，

これはもう立派なIT機器でして，動画圧縮も
すれば，画像ファイルも使う，Wi-Fiも積んで
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いて，はたまたGPSも積んで，皆さんが撮った
写真がどこで撮られたかというのは後で見るこ
とができ，地図上で表示できます。そうなって
きますと，世界中の様々な国際標準と言われて
いる特許をどうしても使うことになりまして，
大体１台のカメラで，１万件以上の特許が関係
している時代に変わってきています。この状況
の中で，この職務発明問題がにぎやかになった
のは，先程の日亜化学さんとか，オリンパスさ
んの事件が出てきてからで，急に脚光を浴びま
した。弊社も例に漏れず訴訟を受けましたが，
そのときに裁判所で認定された発明者の貢献度
は予想より非常に高いもので，１万分の１とは
ほど遠い貢献度が認定されました。これで，や
はり裁判官は現場の仕事まではわかってくれて
いないのだなと思うようになりました。
例をあげると，カメラの開発の際に，例えば
レンズの強度を測定するときに，落しても壊れ
ないようにするための落下試験があります。今
は製品を何度も落下させて壊してしまうわけに
もいかないので，シミュレーションのソフトウ
エアを使って試験をします。このシミュレーシ
ョンソフトウエアをつくるのに，何十人ものエ
ンジニアが働いていますが，これはうちのカメ
ラ専用のソフトウエアなので，特許出願はしま
せん。一方，落としたら壊れるので，「じゃあ，
ここにちょっと突起をつけたらどうか」という
発想が出ます。それで，またシミュレーション
実験をやると，今度は壊れなかった。この場合
には，その突起をつけることを発想した人が唯
一の発明者です。一方，このシミュレーション
ソフトウエアをつくった何十人の方というのは
発明者ではないわけです。その後は，その突起
のついたカメラをちゃんと成形するための設計
が始まるので，その後も随分の技術者の方が関
係しているのですが，私が発明の対価として支
払っているのは突起を思いついた方一人という
ことになります。そのため，他の開発者との間

に非常に大きな不公平感が発生します。
昔のように，いわゆる特許があれば物がつく

れて，それによって会社がお金を稼ぐという，
正のルーチン以外にも，様々な会社の活動があ
るということをまず考えていただきたいと思い
ます。
だから，このようなシミュレーションソフト

ウエアについては，実は，不公平感が出ないよ
うにソフトウエア表彰という制度をつくりまし
て，そこで表彰しており，何とか不公平感が出
ないように苦労しております。ただ，職務発明
の対価だけは，この特許法35条における法律の
義務なので，それは別途お払いするという仕組
みをとっています。

1．2　改正法の課題

【長澤】　更に，平成16年の改正法には，２つ
の問題点があります。１つは，「相当の対価」
という表現で，これはリーズナブルな対価とい
うことですが，これについての議論が社内でも
沸き上がるということ。もう一つは，「従業員
との合理的な協議」という表現で，この合理的，
これもリーズナブルですが，この２つのリーズ
ナブルが非常に不明瞭なので，様々な意見が出
てきます。例えば日亜化学さんのものとか，オ
リンパスさんの過去の判例を見て，それらの対
価の額が裁判所が決めたリーズナブルな対価な
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のだから，私はこれぐらいの対価をもらうのが
当然だという主張が出てきます。ただ，全体の
バランスを考えると，その方にそのような高額
な対価を払うこともできないというのが会社の
判断になります。その方に払うと，今度は周り
の人からの不公平感が出てきます。ということ
で，その方には一応そのような事情を説明する
ようにしています。
キヤノンには約１万人の発明者がいます。そ
の１万人に対して，平成16年法に基づく規程の
改訂について説明会を開催し，説明しました。
その結果，ほとんどの方に納得していただいて
いるのですが，最初に納得できませんと言った
方が100名強おりまして，その方たちには，合
計全４回ぐらい更なる説明を行い，100が70に
なり，70が40になり，最後，十数人になったの
ですが，その十数人ともうずっとそこから平行
線となっています。それで，弁護士さんにお聞
きしたら，「納得できていない人が10人残って
いたら，合理的な協議ができてない」とおっし
ゃる方もいれば，「もう同じことの繰り返しに
なっているので，長澤さんのところはこれで合
理的な協議がなされたことになります」という
ように言われる方もいらっしゃいます。その結
果，一応４回程度でこの説明を打ち切っており
ます。ただ，その「合理的な協議」だけで，会
社は弁護士さんに相談に行かなければいけない
ということ自体が，法律上問題があると思って
おります。
従業員の間の不公平感と会社の経営の観点か
ら問題であると主張すると，大企業のエゴに見
えるかもしれませんが，やはり予見性がないと
いうことが会社の投資を難しくしている面があ
ります。
【梶原】　予見性って具体的にはどういうこと
でしょう？
【長澤】　将来どのようになるのかが，必ずわ
かっていれば，そのためにこれ位のお金が必要

かもしれないという判断ができるのですが，そ
れが幾らになるかわからないので，そのお金を
本来の投資に回しにくくなるということです。
従って，裁判所の裁判官が本当にこの実務の現
場までわかっていらっしゃるのか疑問なので，
どういう判決が出るかわからないのが問題で
す。法務部門に聞くと，保守的な答えが返って
くる。「そうはいっても，経営の観点から，こ
れぐらいで協議を打ち切らないといけない」と，
バランスをとることになります。でも，結局そ
のバランスをとっても，訴訟を受けることもあ
ります。これまでの訴訟については，確かに発
明自体は旧法のときの発明なのですが，平成16
年の改正後の発明についても同様の問題が起こ
る可能性があります。
そこで，どうすべきかと，日本知的財産協会

と経団連のメンバーが時々顔を合わせて協議し
ていたのですが，当初は，まず１つは，会社に
帰属させて，その会社が決めた報奨制度でよし
と認めてもらおうじゃないかという考え方と，
もう一つは，私も，アメリカやヨーロッパにい
た経験があるので理解できるのですが，個人個
人で会社と契約を結んでしまえば，35条は要ら
ないのではないか，という２つの意見が大まか
に言って出ていました。私も，どちらかという
と，契約に委ねる制度でいいのではないかと思
ってはいたのですが，問題なのは，既に日本が
発展途上国のころから，職務発明制度というも
のは存在しており，過去の発明者の方々には多
額の報奨金を受けていた方もいるという事実が
ある一方，ちょっと年が若い年代の人が同様の
発明をなしても，今度はゼロなのかと。またゼ
ロとはいいませんが，一つの製品に関係する発
明の数が変わったという理由があるにせよ，額
面が急に変わるのといった急激な変化というの
はやはり経営上避けたいと思っています。
それから，長い間，職務発明に対して報奨金

をもらうのは当たり前と考えているエンジニア
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の方々に対して，今度，会社が決めたこの新た
な報奨制度で納得してくださいということで，
契約書にハンコを押してもらうことになるので
すが，先ほど言った10人は少なくとも押さない
と思います。では，押さないときにアメリカの
ように解雇できるかというと，解雇はできない
と思います。労働法の問題もありますし，解雇
権の濫用というような議論も当然出てきますの
で，そこまでのリスクはとれません。契約に委
ねる制度でカバーできるのは，新たに会社に入
ってくる人に対してのみかもしれません。新た
に入社される方には入社時に，契約上の「あな
たがなした発明は，会社の報奨制度に基づいて
報奨します」という規定に合意してもらうこと
で済むかもしれませんが，既に社員になってい
る方と，契約を締結するというのはなかなか難
しい面があると思います。
唯，私は，本当に井の中の蛙な状況なので，
中小企業の経営者がどのような活動をされて，
職務発明に対応されているか，今日はぜひお話
しを伺って，契約に委ねる制度が本当にできる
のかどうか，それから，職務発明を法人帰属に
したときにどのように対応されるかということ
等もぜひお聞かせいただいて，日本の国全体が
ハッピーになるような制度に変えていきたいと
思っていますので，本日はよろしくお願いいた
します。
【岩倉】　ありがとうございました。

今の長澤さんの最初のご説明で幾つか重要な
ポイントがございまして，ご念頭にしていただ
きたいと思いますのは，皆様，ものづくりの会
社様でいらっしゃるわけですけれども，発明と
いうものが特許権を生む材料なわけです。けれ
ども，今の日本の特許法は，明治時代にできた
のですが，その当時の制度とは変わっておりま
して，現在の特許法の制度では，発明は，発明
をした人間にその特許を受ける権利が原始的に
発生するとされています。そして，会社に，契
約なり，あるいは職務発明規程とか，就業規則
に入っていてもよろしいんですけれども，そう
いうものがあれは，会社にその発明の権利は移
るという構成になっております。
ですから，逆に大企業さんで，キヤノンさん

のような洗練された企業さんですと，職務発明
規程という専門的な規程があって，その従業員
が発明した瞬間に，会社に発明についての権利
の帰属は移るのですけれど，それはあくまで従
業員のところに原始的に発生した発明の権利が
会社に移転される，譲渡されるという形になり
ます。逆に，そのような規定なり，契約がなけ
れば，これは会社には移らないのですね。ただ，
会社は，当然ながら会社の従業員が発明したも
のである以上，使用する権利はあるとされてい
ます。ただし，それは無償で使用する権利はあ
るのだけれども，特許自体は従業員のもとにと
どまってしまう。つまり，会社にそのような職
務発明規程，就業規則等がないと，あくまで発
明をした従業員に特許権が発生して帰属すると
いう建前になっております。
これは大正時代に特許法が変わりまして，大

正デモクラシーの影響を受けたという考え方も
あるのですが，発明した従業員にまず特許を帰
属させるのが，当時の産業政策からすると，技
術を発展させ，産業振興するにはいいだろうと
いう考えで始まったようです。それが昭和にも
引き継げられて，また平成にも至ったんですけ
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れども，先ほど長澤さんがおっしゃられたオリ
ンパスの事件，それから，200億円という対価
請求権の金額が認容された日亜化学さんの裁判
でマスコミが大騒ぎになりました。後で非常に
利益を上げた発明については，会社が譲渡を受
けたとしても，まさに長澤さんがおっしゃられ
た相当の対価が幾らかという点が法律上明確で
ないものですから，裁判所で争われてしまう。
裁判所が必ずしも発明の現場だとか，その実態
を知らないにもかかわらず，「貢献度はこのぐ
らいだろうから，こうだ」という計算をして金
額を決めてしまうというのが妥当なのだろうか
という点です。
そこで，平成16年に特許法が改正され，今の
ような産業界の声を少しでも反映させようとい
うことで，会社と従業員の間で協議をしなさい，
合理的な金額を定めることについての協議がな
されていれば，それは裁判所で認めてあげまし
ょうということになったのですが，これも長澤
さんがご経験からおっしゃったとおり，じゃあ，
どの程度協議をすれば，何を決めれば合理的な
協議なのか。それから，そういうことをやった
としても，相当な対価でないならば，また従業
員がそれを争うことができるという規定になっ
ております。先ほど不明確，予見性がないとお
っしゃられたのは，裁判所に行って，必ずこう
だというように会社が確信できない。だとする
と，ほんとうにこの分野に投資したいと思って
も，予見可能性がないわけですから，低いわけ
ですから，企業としてはこういうビジネスをこ
ういう計画で予算も含めてやっていきたいとき
に具体的な計画として立てられない。いざとな
ったら，訴訟リスクがあるじゃないかと，こう
いうところが議論になっておりまして，このま
までは企業，実際に産業を振興させて経済を営
んでいるのは企業が中心になっているわけでご
ざいますので，そこでの技術の発展，産業競争
力の強化というところに，障害になるんじゃな

いか。いざ，裁判になったときに，そんな莫大
な訴訟リスク，不明確な訴訟リスクがあってい
いのかというところが議論になっております。
そこで，長澤さんのお話の中で２つご指摘が

ありまして，１つは，不公平感があるじゃない
かというところ。
まず，会社と実際に発明した人間の不公平感，

これは，発明をした人間に権利が発生するのは
当然じゃないかという中村教授のようなご説も
ある反面，会社はビジネスリスクをとっていて，
全ての発明が全て利益を生むわけではないとい
うところがございます。それから，いろんな処
遇を既に従業員，研究者に対して会社はしてい
るはずであって，それに加えて，たまたま何か
大ヒットした発明が出れば，それをした人にだ
け，会社がまた特別な対価を与えなきゃいけな
いのかというところが，会社の労務管理，ある
いは従業員との関係という中で適切だろうかと
いうこと。なお，最近の議論では，研究の中に
は，ひとりで行われるスーパー研究者というの
も確かにいるだろうという議論もなされており
ます。
しかしながら，まさに今日，皆様にお話しい

ただきたいのですけれども，実態は，会社でチ
ームをつくって研究したり，発明したりするん
じゃないか。しかも，最後の製品になったとこ
ろだけじゃなくて，そのもとになっている部分
とか，周辺領域の研究とか，いろんな従事があ
って，援助があって，初めて一つの発明が製品
になるんじゃないか。一部分をやった人だけ，
その権利が与えられるというのは，従業員間で
も不公平じゃないか，こういう議論がございま
す。これはどうなのかというところを皆様のご
体験でお話しいただければと思います。
それから，もう一つは，先ほどの予見性ですね。
中小企業さんについては，いろんな物の本で

も書かれておりまして，大企業ほど余裕がない
ところも多く，生き残りのために一生懸命やっ
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ている時代に，アベノミクスで景気が少しよく
なったとはいっても，リーマンショック以降，
特に非常に厳しい状況の中で会社が生き残って
いく。それから，従業員全体が生き残っていく
ということが第一の使命であるところで，そん
な訴訟リスクを抱えて，いざとなったら，会社
に「何億円だ，何十億円払え」という請求され
るようなことでは，会社としても成り立ってい
けないんじゃないか。むしろ会社全体，従業員
全員が生き残っていくことによって日本の経
済，技術というのが発展していくんじゃないか。
というときに，こんなリスクを残しておいていい
のかという予見性の問題が議論されております。

2 ．   中小企業の現場で起きていること 
～発明の事業化　経営者の役割～

【岩倉】　今日お集まりいただきました４人の
中小企業を代表される，ご成功されていらっし
ゃる企業の皆様ばかりですけれども，今お話に
でてきました問題提起に関連しまして，まさに
お話しいただければということでございます。
最初まず，ワールドケミカルの森様のほうから
お話しいただければと思います。
【森】　私は，私自身が自分でものづくりの会
社をつくったもので，ですから，今のつくって
いる製品はほとんど自分の発案で，その中で，
社員と一緒になってやっているわけですね。

ですから，中小企業というのは，そんなこと
を言っちゃなんですが，大体，最初にアイデア
試案は経営者がほとんどつくるようなもので，
従業員にやらせないんじゃなくって，やっぱり
自分で会社を起こすとなると，業界市場も何も
よくわかるわけですね。市場の流れだとか，欲
しがってものとか。ですから，どうしても自分
が起案して自分がつくってみる。そして，つく
ってというかね，つくるのはみんなにやらせま
すが，やっぱり試案は自分が発想するというこ
とです。
社員の中でいつまでも社長がやっているのは

どうかということになって社員にもやらせるよ
うにはするんですけども，大体発明，要するに，
ないものをつくるということは，他所にないか
ら難しいことがいっぱいあるわけですね。です
から，発案でワイワイ言って，もうお客さんが
こういうものが欲しがっている等，要求してい
る中で，「じゃあ，やってみよう」ということ
になるんだけど，机上案で６～７割の発案がで
きたら先ず，社内でつくってみて，お客さんの
ところへ持っていって，テストしてみて，必ず
不都合が発生する，また改良して，お客へ持ち
込む，この繰り返しをやらないと，実用化する
ものはできないわけですね。それをしつこくや
るのは，小さい企業は，社長なり，役員がやら
ないとできないですね。社員に任せると，最初
からうまくいかない，なぜうまくいかないかと
いうと，これ，簡単にお客さんが無理なことを
言っているとか，うちには初めての経験でその
技術がないとか人のせいにしてしまう。結局自
分で追っかけるだけの力が足りない。上手くい
かないと社長の決断を待っている。やっぱり
我々，社長の懐や裁量がないのかしれないけど，
どうしても企業としてはトップがやる。
その中で，最近もいつまでも私がやっている

というとまずい，社員が育たないというので，
私がきっかけつくりながら，社員を入れて共同
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発明として仕上げ，発明者としています。そし
て特許を取ったときは，特許証を見せて，海外
特許取れたよと。だけど，私が試案したものは
私が第一発明者，考案者ということにしていま
して，従業員がいいものをつくったら，あなた
がその発明の第一発明者で，私も一緒にやった
から，私は第二でも，第三でも良いとしていま
す。最初に発想したやつを応援するというふう
に育てていくようにしないといけないと思って
います。少なくとも自分の発想したものは第一
発明者にするよということで，特許を申請（出
願）したときは，大した金額じゃないけど，一
応規定で３万円出します。私の分は社員に分け
与える。３人で特許申請したら，それを分け合
うという形にしています。それで，取得（登録）
したときも成功報酬じゃないけど，特許申請と
同じ金額を出すということに，とりあえずはし
ているんです。
だけども，先ほど長澤さんが言うとおり，考
えただけじゃなくて，ものづくりは，現場の社
員に「これ，つくってくれ」，こっちの現場の
社員には「これをテストしてくれ」と，やっぱ
りグループになっているんで，この人だけとい
うのがうまくいかない。
ところが，ものづくりというのは，我々もそ
うですけど，会社に朝８時なり，９時に来てね，
さて，これからきのうの続き，ものを考えよう
かって，そんなわけにいかないわけですね。い
いものをつくるのは，よく社員でも考えている
やつは，土曜日でも，日曜日でもいつも考えて
いるんですよ。で，やっぱりそういうのを育て
ないといけないわけですね。これは社長の心意
気です。
ですから，そういうつもりでいるんですけど
ね，私も，ものづくりの会社をつくって社長，
今は会長になっていますけど，私がそういう人
材を育てなきゃいけない反面，我々が下手なん
だけども，どうしても盛り上げていくには，あ

いつらうまくいくかな，というぐらいな目で見
ないといけない。新製品開発で上手くいくと社
員の中で褒め殺しにされて有頂天になってそれ
以上改良しない人も出てくる。又開発品に色々
ケチをつける人もいる。しゃくに障るがこれが
改良の進歩である，このケチで諦めるようでは
開発には向かないと社員に言っている。
やっぱり中小企業というのはそこに難しさが

ある。だから，あまりにも，そういう人間がた
くさんいなきゃいけない反面，このバランスが
難しいですね。でも，それを育てなきゃいけな
い。まあ，そういう悩みがあります。
【岩倉】　なるほどね。ありがとうございました。
続いて，梶原工業の梶原様，どうでしょうか。

【梶原】　森さんと大体似たようなことなんで
すが，そうですね，開発というのは，我々の場
合はほとんどB to Bの商売をやっておりますか
ら，お客様からのね，いろいろヒントをいただ
くわけです。

シーズもいただくし，それから，ニーズもい
ただくんですが，それをどう取り上げて，それ
じゃあ，うちで開発しようかとか，それはうち
の今までのラインにちょっと合わないから，う
ちとしてはお断りしようとか，そういう判断は
非常に経営的なところがあるわけで，したがっ
て，まず，この開発をやるかやらないかの大枠
を決めるのは経営の問題だと，こういうふうに
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割り切っています。
だから，例えば社長，こういうことをやりた
いんだけど，これはすごいいいアイデアですが，
どうでしょうかと言っても，それはちょっとう
ちの仕事には合わないよと。だから，これはも
うやるんだったら，どこさんがやるだろうから，
そっちへ相談してみたらどうだとかいうような
ことはやりますけど，ほとんどもう社内で受け
られるか受けられないかのところから出発しま
すね。
ものづくりの最初の段階というのは，先ほど
お話がありましたように，営業マンが，お客さ
んが困っている問題をどれだけ抜き出してくる
かという，非常に営業的センスというのがある
わけですよね。それから，機械工学的にそれを
どう実現するかというのは設計の問題ですけれ
ども，現実問題としては，テストして手直しす
る量というのは非常に大きいわけです。アイデ
アとしてはいいけれども，実際やってみた場合
には，材質がこれではだめだったとか，これに
しろとか。これは周りの者が何人もいてアイデ
アを出し合うわけですね。したがって，最終的
にこれは当社の製品として出願しようという大
枠，最終的な結論が決まる段階ではほとんど経
営者が主体になってその判断をしますから，発
明者の筆頭はうちの場合は経営者，社長ないし
会長がやるわけで，ほとんど今，社長になって
きています。あとは，その開発に携わった何人
かの，これはチームの場合もあるし，あるいは
突発的に営業マンの問題もあるんで，そういう
中から，担当の営業部長だとか設計部長だとか，
そういう連中が集まって，発明者に該当する者
を確かめて，それで出願しようというように大
体決めますね。
で，結局その開発，発明というのは，全体と
しては会社の発展のために受けるわけで，それ
から，さっき予見性っておっしゃいましたけど
も，それがどれだの収益性を上げていくかとい

うのは未知なんですよ。したがってね，はっき
り言うと，相当の対価だとか，分け前だとかい
う概念はそこでは全然，私たちありません。む
しろ，いいアイデアを成功させた，この製品が
できたと。売れるか売れないかわかんないけれ
ども，これは当社の主力の製品の一つとして将
来的に売っていこうと。それには広報の仕方と
か，いろんな問題が絡んできますから，発明し
ていいものだと思ってもね，そう簡単に売れな
いということは，もう我々，身にしみて感じて
いるわけですよ。発明者はね，発明するとね，
これは，世の中は全部俺のものだというぐらい
の気持ちでね，すぐ威張るのね。威張るという
言葉は悪いけど，だけど，実際それが売れるた
めにはどれだけ販売が努力するかということな
んですよね。よく言うじゃないですか，シーズ
が１だと，開発ができて，物ができるのが10，
ほんとうに売れるには100だと。それだけの努
力の集積が要るわけですよね。
だから，そういうことを考えると，私たちは，

年間通じてこういう製品ができて，おまえ，よ
く努力したなというんで，大体賞与において評
価していきます。で，そういうものは，例えば
毎年続いていく場合には，給与改定のときに等
級を上げていくとかいうようなことで，やっぱ
りそういう評価をしています。
先ほどお話がございました，特許法35条の話

も，この間私が，荒井寿光さんに「どうしてこ
んなの，つくったの？」って話をしたら，「いや，
それは大正デモクラシーの影響なんだよ」なん
てことを言われまして，「何とか労働者の権利
が主張できるためにつけた」というご意見も大
分聞きました。しかし，不当に従業員そのもの
の力を云々するよりも，そういう土壌を与えた
企業というものの存在，これが原則にあるとい
うことをね，よく知らせなきゃいけないと思う。
だから，どうしても言うことを聞かなかった

ら，その人をその部門から外す必要が生じるの
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です。「よそへ行ってやるんだったらやれ」と
いうぐらいのことを言わないと，その土壌が守
れない。土壌を守るというのは，経営組織を守
ることですから，これはね，やっぱり経営者が
毅然とした態度をとっていく必要があります
ね。僕ら中小企業というのは，オーナーが責任
を全て持っているわけですから。サラリーマン
社長と違います。その点はそこを毅然としてや
るというのが私は大事だと思うんですね。
それで，ちょっと一般論になりますけども，
やっぱり大企業の経営と中小企業の経営はね，
基本的にそこが違うのです。だから，そういう
意味では，組織論的にも，それから，組織の運
営上のシステムの問題でも違いがあるという前
提をつくらないと，これは間違えますね。だか
ら，中小企業の意見，結構なんですけども，そ
の意見を大企業にもっていっても，これは通り
ませんね。だから，私は，今の中小企業基本法
も間違っていると。いや，あまりにもね，中小
企業と零細から何から一括でそんなことをやっ
ているけど，やっぱり組織的に整っていく企業
とそうじゃない企業をしっかり分けていくとい
うことが必要だと思うんだね。そういうことを
考えながら，うちの場合はやっております。
【岩倉】　はい。ありがとうございます。
じゃあ，若干お若い世代になりますけれども，
エンジニアの高崎さん，お願いします。
【高崎】　中小企業にとって職務発明制度がど

うあるべきかというふうなことがメーンのテー
マだと思いますが，最近もちょっと報道されて
おりましたけれども，中小企業の知財活用がな
かなか進まない。
端的に言うと，出願件数ですね。全出願件数

の中の，米国は25％が中堅，中小企業ですよと。
日本はまだ12％ですと。政府の方もいろんなそ
の政策をやっていただいておりますが，なかな
かその裾野にまで広がらない。どうすれば中小
企業は知財を活用できるのかの観点において，
じゃあ，職務発明制度を法人帰属にするのか，
発明者帰属するかによって，それはどっちに振
れるのという考えを，私の考えを申し上げさせ
ていただきます。
中小企業にとって，今，おっしゃったように，

やはり経営者がいかに知財制度そのものを理解
しているかによっても全く違いますね。経営者
に全然知財マインドがなければ，その下の従業
員が発明する気もないですよね。
中小企業って99.7％と言われていますし，420

万社と思っていたら，この間，統計を見ると
385万社に，３年間で10％減っているというこ
となんですが，それでも非常に多い中で，メー
カーの場合は資本金３億円未満，従業員300人
未満が中小企業ですが，大企業に近い中堅企業
もありますし，２人，３人の小企業もあります。
中小企業と言っても千差万別です。いろんな経
営者がおられますが，やはりそのトップが知財
をいかに理解しているかどうかで大分違ってき
ますよね。例えば中堅の企業は別にして，十数
名の規模，それ以下の小企業では，いやいや，
社員にはすでに給料を払っているのだから，何
でその職務発明とかの，そんなものを，また払
わないといけないのかと，もうそれは含めてい
るという意識の会社もかなりあると思います
よ。私も昔，会社に入社した当時，30年ほど前
ですが，私が考案した工具のアイデアを弊社の
トップの名前で出願されたりしましたが（笑），
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それが現状なんですよね。なので，発明者帰属
と法人帰属の違いがよく理解できていない中小
企業の経営者がたくさんおられると思います。
それで，私の結論から申し上げますと，もう
はっきり法人帰属にして，で，会社で職務発明
規程をきっちり設けて，報奨金制度としたほう
が，経営者も意識が変わるのではないかと考え
ます。今は「何か発明者に何かえらい金額を払
わないといけないみたいだ，何か変だね」と，
理解せずにちょっと引いたりするのもあろうか
と思います。もうきっぱり，法人帰属とすれば，
経営者も「あ，そうか。じゃあ，特許って，今
まで違うかったんか。じゃあ，これから会社の
ものになるんだな。ただし，きっちりとしたお
金を払わないとそのモチベーションアップにな
らないね」となりますね。逆に従業員の立場か
らいうと，今は「何かいいこんなアイデアがあ
っても，いや，うちのおやじに出しても，何か
あんまり乗ってくれないわ」ってなるとそのモ
チベーションは上がらない。しかし，「これか
ら法人帰属になれば，会社のトップは「報奨金
制度をつけたから，おまえらも頑張って発明し
ろよ」と言ってくれますよね。そうすると，じ
ゃあ，従業員のモチベーションも逆に上がるの
ではないかと。そういう意味において，今回の
職務発明制度を変えることによって，中小企業
の出願件数が増えるという方向にいく可能性は
あるなと私は感じています。
不公平感についてはまた後ほど。

【岩倉】　なるほど。わかりました。ありがと
うございます。
じゃあ，サクラクレパスの西村さん，どうで
しょう。
【西村】　そうですね。私の経験をお話しさせ
てだきますと，ボールサインという，これは水
性ゲルインキボールペンというもので，弊社が
実は世界で初めて出したもので，1984年の発明
になります。

おかけざまで非常に評価していただきまし
て，2000年に特許庁長官賞を受賞致しました。
実は，これ，発売当初全然売れませんでした。

で，何で売れなかったのかということで，当然
我々としても，まず，書き味が悪いねというこ
とで，チップの改良をしましょうと。当然チッ
プの設計の改善をする。次に，設計を改善して
も，そのとおりつくれないといけないと。そし
たら，製造技術のところの改善を行うと。そし
て，また，当時１日８時間でチップをつくって
いたわけなんですけれども，立ち上がりと終わ
った後というところでどうしても品質にばらつ
きができると。だから，それをなくすためにど
うしたらいいのかということになると，24時間
業が必要となると。そうすると，またいろんな
ことを考えて，現場としても動かないといけない。
そして，また，発売当初から，実は筆記具と

いうのは大体黒・赤・青，３色で出しますと，
黒が大体70パーセントぐらい売れるんですね。
残りはもう赤・青がちょっとずつなんですけれ
ども，このボールサインだけはなぜか黒と赤が
ほぼ半々ぐらいの売れ方をしておりまして，あ
ー，そうなんだと。いうことは，色物って売れ
るんだよねという話になりまして，じゃあ，黒・
赤・青３色じゃなくって，ピンクも出そうよ，
黄緑も出そうよと。それが高じまして，だんだ
んと，じゃあ，パステルカラーで出してみよう
かと。いや，メタリック色がいいのではないか
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と。で，果てはラメ色，もう何というかね，宝
石みたいなきらきら光る色ですね。そういった
ものをつくったらいいんじゃないかということ
で，毎年いろんな色を出していきました。結果，
非常によくヒットいたしました。
結局，そういったいろんな努力をやったこと
によってボールサインが売れた結果，この発明
というものが表彰を受けました。
ゲルインキの原始の最初の特許があるわけで
すが，製造ノウハウの改善とか，今言ったみた
いにパステル色を出すとか，あるいはラメ色を
出すとなったら，また別の新しい特許があると
いうことは，かれこれ15年ぐらいかけて，いろ
んな人が入れかわり，立ちかわり改善といいま
すか，新しい発明を追加していって，なおかつ
売るとなったら，やっぱり営業マン側の努力，
それから，また，マーケティング上の努力，そ
れから，いろんなキャッチコピーで，あのキャ
ッチコピーはうまくいったよねとか，あれはい
ま一だったねとか，いろいろあるんですけれど
も，そういったいろんな全社的な取り組みがあ
って，初めてこの商品は売れた。そしてまた，
評価もされたということで，発明したというの
は当然大事なことだと思うんですけれども，そ
れだけがクローズアップされるのはいかがなも
のかなというのは，当時から思っておりました。
最後のほうで，表彰もいただいたころに，社
内的にも，これはやはりちゃんと特別に表彰せ
なあかんなということで，当時の研究の人間を
集めまして，社長表彰でそれなりの報奨金も出
して，表彰したわけなんですね。そのときに，
じゃあ，そのいただいたお金で飲み会をやろう
と。みんなただでいいから集まってこいという
話になりました。研究所の人間が主体としてそ
の表彰を受けたんですけれども，研究所の人間
のほうから，この発明，まず，ボールサインが
よく売れたというのは，実は製造現場の人間，
それから，営業の人間，営業企画の人間，設計

の人間，全員が初めて努力をして，初めてこの
商品が売れたということだから，みんな来てく
れと。だから，もうそれでそのとき，ほんとう
にいろんな人間が集まって，そういった飲み会
を盛大にやったということなんです。この話に
は２つの意味があると思うんですね。
１つには，現実にそうやって表彰された研究

の人間自身も，自分ひとりの発明，功績ではな
いということがわかっているということなんで
すね。これは非常に大事な視点だなと思ってい
ます。で，もう一つ，これはちょっと経営陣と
して反省すべきだったなと思っているんですけ
れども，結局そうやって飲み会のお金ですから
しれているんですけれども，そのお金で皆さん
を集めて皆さんに振る舞ったということは，そ
の対価を再配分しているということなんです
ね。それはいいことをやってくれたんですけれ
ども，経営陣としてはどうだったのかねと。そ
の報奨する，そういったことを褒めるというこ
とは大事なことなんだけれども，ほんとうに貢
献してくれた人，全員に対して，公平にちゃん
と評価したのかねと。そして，また，公平にそ
ういった，対価というとあれかもしれませんけ
れども，報奨することかできたのかねというこ
とが２つ，経営陣としては逆に反省させられる
ところもありまして，そういったこともしっか
り踏まえて，こういった職務発明ですか，考え
るべきなんじゃないかなと思っております。
【岩倉】　ありがとうございました。

3 ． 発明者等の処遇・表彰制度

【岩倉】　皆様からいろいろな論点が出てまい
りまして，どこから手をつけたらいいか，難し
くなっているんですけれども，私がコーディネ
ーターとしての特権で申し上げますと，いろん
なお立場，それから，いろんな発明特許，それ
から，事業化ということがあるんだと思うんで
すけど，２つございまして，一つは，経営者が
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中心となって発明，特許，あるいは事業化とい
うのは進むんだというご意見が一方にあり，ま
た，別の場合には，研究者が中心でやるんだけ
れども，それには営業だったり，製造ノウハウ
だったり，そういうところの改善が見られるん
だというようなものがあったり，いろんな立場
があるんだと思うのですけれども，皆様の会社
さんにおかれて何かの発明ができたと想定致し
ます。それに対する発明をした方々に対する，
あるいはそれを改善した方々に対する，表彰，
あるいは報奨金等々，いろんな形でそれを評価
して差し上げるということがあるんだと思うん
ですけど，制度化されているかどうかは別とし
て，皆様の会社においては，そういうものがで
きたときにどういうふうなご処遇をされていら
っしゃるか，お聞かせ頂けますか。
ワールドケミカルの森様，そういう発明をし
た方に対するご処遇としてはどういう形で処遇
され，報奨されてきていますでしょうか。
【森】　先ほどお話しました通りですが，出
願・登録それぞれ３万円，特許を申請したとい
うのは，発明者に対しての件でね，まあ，一応
それなりの，大した金額じゃないけど，意識づ
けでしています。それにあと，発明だけじゃな
くて，いろんな部門のところの１年間を通して
表彰制度じゃないけど，年に一遍，発明もある
し，生産工場で改善もあるし，営業部に於いて
販売実績や新製品の販売に対して，そういう中

で一緒で評価するということをしています。
【岩倉】　なるほど。それは森様の会社，ワー
ルドケミカルさんにおいては何かルールとし
て，あるいは規程として決まっているんですか。
それとも，それはもう長年の，「そういうこと
じゃないか」という理解のもとに，不文律とい
うようなものですか。何か，どういう形でそれ
は決まっていらっしゃいますか。
【森】　点数でとっているんじゃないけど，そ
のときの営業部，工場なり，それぞれの部門長
が申請したものを役員が評価するというような
形で，点数制度じゃなくって，そんなような形
でムード的なやつでやっているようですね。
【岩倉】　なるほど。それに対して従業員，あ
るいはいろんな会社の中で不平不満みたいなお
声というのはあるわけでしょうか。
【森】　それほど大きな金額でしているわけじ
ゃないから，不平不満はわかりませんが，そん
な社員の意見はそれほどのことではありません。
【岩倉】　そうですか。はい，わかりました。
次は，梶原さんはどうでしょうか。

【梶原】　私のところは，特にルールありませ
ん。ありませんけれども，出願については，担
当の部長が社長とよく相談しながらやっている
んですが，そのときに発明者は誰だろうという
話しもしているようです。実際の製品開発には
大勢かかわり合っています。私のところは，
FE，フードエンジニアというセクションがあ
りまして，そのFEなんか相当実験に貢献する
場合がありますので，開発者じゃなくても，そ
れが入ったりすることがあるんですね。それは
社長と現場の部長がよく話し合いながらやっ
て，ただ，彼らもいつも言っていることは，こ
れは全員が力を合わせてできた出願なんだか
ら，その代表者だよという意識で出しているよ
うですね。だから，特にこれが特許取れたから
というようなお祝いはしません。しかし，ただ，
発明協会から表彰を受けますね。これはね，大
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変な名誉だということで，社長が大体トロフィ
ーなんかいただいてきますので，それをそのみ
んな集めて，こんなん，いただいてきたぞと。
みんな，ほんとうによくご苦労だったというこ
とをやっているようで，その都度そこで賞金を
出すというようなことはありませんね。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。
では，高崎さん，エンジニアさんではどういう。
【高崎】　弊社でも特許と意匠に関しまして，
出願時と登録時に，特許の発明者及び意匠の創
作者に対して，大した金額じゃないんですが，
報奨金を出しています。出願時にも出すという
ことは，権利は会社に譲渡するということです
ね。これは明文化されています。登録された場
合にも別途報奨金を支給支しています。
【岩倉】　それはもうルールとして明文化され
ているものですか。
【高崎】　そうです。で，年に１年分まとめて
計算して，発明者及び創作者に支給するという
感じです。
【岩倉】　はい。そのルールというのは従業員
の方々皆さんよく理解されていらっしゃるわけ
ですか。
【高崎】　わかっています。
【岩倉】　なるほど。中小企業さんの中では，
やっぱり高崎さんの会社は，高崎さんご自身が
知財，非常にお詳しいので，その中でも進んで
いらっしゃる会社なんだと思うんですけれど
も，そのルールは上手くまわっているでしょうか。
【高崎】　先ほどからお話が出ています不公平
感ですね。開発者だけでなく営業も貢献してい
るわけですので，それは別途賞与，昇給で査定
するということになっています。
【岩倉】　なるほど。それで従業員からの不平
不満というのは……。
【高崎】　ないですね。
【岩倉】　ないですか。なるほど。
西村様の会社さんではどうでしょうか。サク

ラクレパスさんで。
【西村】　うちもあんまり，申請した場合，ほ
んとうごくわずか。で，登録になったときには
もうちょっと多いと。

まあ，そういった意味での制度はあんまり進
んでないほうだと思いますね。むしろ，先ほど
言いましたように，なるほど，これは非常に大
きなインパクトがあったよねというものについ
ては，別途の社長表彰とか，そういったもので
報いると。当然金額はそれなりに，それは張り
込んだ形のものをするという形で動いておりま
すね。
【岩倉】　なるほど。それ自体は会社で規程な
り，ルールというのは一応あるんでしょうか。
【西村】　一応あります。
【岩倉】　そうですか。それは従業員の方々は
理解されていらっしゃる？
【西村】　理解していますね。
【岩倉】　なるほど。で，それについての不平
不満というのは特段……。
【西村】　特にはないですね。
【岩倉】　ないですか。

4 ． 改正特許法の運用と評価の現実

【岩倉】　それでは，先ほどの長澤さんのお話
に戻りまして，キヤノンさんはじめ，大企業さ
んでは，先ほど申しました平成16年に特許法が
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改正されまして，従業員の代表者とその与える
対価の金額について協議をしなきゃいけない。
それも場合によっては，さっきの長澤さんのお
話で私も驚いたんですけれども，約１万人の従
業員の方々とお話しになって，で，納得されな
い方が何十人か残っても，更に最大４回お話し
になって，それでも10人程度は平行線になって
しまいますが，こういった協議を行います。ま
た，大企業，あるいはその中でも置かれたご状
況というのは各社によってちょっと違うと思う
んですけれども，実は，その平成16年に改正法
ができたときに，特許庁から電話帳のような分
厚いガイドラインとマニュアルが出まして，い
ろんなご評価があるのですけど，どういうふう
に従業員の方々と何を決めなきゃいけないのか
と，あるいはこういうパターンもある，こうい
うパターンもある，こういうときにはこういう
何点つけるだとか，いろんなパターンがあると
いうのを全部網羅されています。特許庁もご苦
労されたんですけれども，その電話帳みたいな
のが出てこういうものがあるというのは，皆様
ご存じでいらっしゃいますか。
【梶原】　全然知りません。
【西村】　聞いたことはあります。
【岩倉】　聞いたことありますか。あるいは皆
様の周りでそういう平成16年の改正特許法に合
わせた対応を中小企業様がやっているということ
をお聞きになったことはございますでしょうか。
【梶原】　私はありませんね。
【岩倉】　そうですか。
【森】　聞いたことはないけど，何でこんなに
大きい資料，どういうところで集めたというか，
つくったんですかね。
【岩倉】　それは，先ほど申しました職務発明
制度を見直すというときに，いろんな各界の，
産業界だけじゃなくて，学会，あるいは比較法，
世界でどうやっているんだというのを政府は一
生懸命やりますので，特許庁等を中心として，

資料をくまなく見て，どうやったら公平，中立，
適正な制度になるかというのを特許庁で，考え
てつくったものなんです。多分大企業さんはそ
ういうのをよくご覧になっているので，審議会
とか，いろんな研究会を見て，じゃあ，これ，
やんなきゃいけないというところで，さっき長
澤さんがおっしゃったような，日常のご業務に
加えて大変な作業をされていらっしゃる。それ
がまたある意味で大企業さんでは非常な負担に
なっているとも聞いております。逆に，またそ
れが従業員との関係でもほんとうにそれがいい
んだろうかという議論もされているんですけれ
ども，そういうことを皆様の会社さんでやらな
きゃいけないということになったならばどうで
しょうか。
【梶原】　私，ちょっと高崎さんのお話も聞い
ていて思うんだけど，製品，プロダクトの種類
によると思うのですよ。
【岩倉】　なるほど。どういう違いですか。
【梶原】　つまり，非常に小物でその開発がも
う目に見えて，しかも，すぐ売り上げにつなが
っていくような開発，そういうものを開発すれ
ば，すぐ会社の成績にプラスになりますから，
それはインセンティブを与えるためのからくり
というか，仕組みが必要だと思う。ところが，
我々みたいに，つくってもほんとうにユーザー
さんが納得してね，自分の会社の設備にしよう
というときまで時間がかかるものです。これは
簡単にね，すぐに賞を与える余裕ないですね。
余裕がないというより，その成果が予測できな
いのですね。だから，それは，何年かたってみ
て，この機種は売れたなというときに，会社と
してそこまでに発展させた貢献，はっきり言う
と貢献者として，例えば表彰するとかいうこと
は出てくると思うんですよ。
だから，その製品の種類にもよるし，それか

ら，もう一つは，会社の規模にもよるだろうと
思うんですね。大きさばっかりじゃなくて，ど
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ういう分野で使われていくか。工場の中で使わ
れちゃう機械と，あるいは店頭で使われる機械
と，これはもう見た目で違いますからね。評価
のあり方が違ってきますよね。だから，そうい
う意味ではね，ほんとうに千差万別ということ
があり得ると思うんですよ。そのことを無視し
て，無視と言っちゃ悪いけど，何でも捨象して
ルール化していくというのは，私ね，ちょっと
矛盾があると思う。
【岩倉】　なるほど。次に，どうぞ，森さん。
【森】　発明したから，すぐ売れるというわけ
じゃないですね。
発明というのは，机上論で申請して特許にな
るものもありますよね，つくらなくたって。で
すから，それを評価といっても，申請した時の
評価であって，売れると評価を変えなきゃいけ
ないわけですね。売れるまで大体七，八年かか
る。大手さんでも「10年かかりますよ」と言っ
ているわけですよね。
ですから，私どもも，梶原さん言うとおり，
お客さんに，みんなこういうもので困っている，
こういうのが欲しいというのを特注扱いでつく
るとすぐ商売になるわけですね。その中にアイ
デアも含めて特許を出願したものがある。
こういうことをやっていると，私どもの中期
的な物の考え方でおそらく３年後，５年後，多
分こういうものが売れるだろうなと，開発して
いるものがあるわけですね。こういうもの，多
分この次はこういうことを欲しがるだろうな，
というものは，実績出ないわけですね。でも，
それはやらないと，次のものがないんでね。そこ
の２つの兼ね合いを我々，いつもやっているので，
評価というのはなかなか難しい。売れたのをほ
んとうは評価しなきゃいけないのだけどね。
【岩倉】　なるほど。高崎さん，どうですか。
【高崎】　ちょっと質問いいですか。
特許法の改正には，相当な対価を合理的な基
準で従業員と協議の上，支払うということにな

っていますが，時間軸は何か言っているんです
か。
【岩倉】　時間は書いてないですね。
【高崎】　時間軸，書いてないですよね。
【岩倉】　はい。従業員が納得すれば，当然問
題ないんですけれども，どこまでやったらいい
かというのもよくわかんないですね。
【高崎】　ですね。例えばうちの工具の特許を
出願しました。でもそのときはどれぐらい売れ
るかはわからないんです。ですから出願時や登
録時の報奨金はわずかな金額なんです。賞与と
かに反映されるのは，数年後ですよね。従業員
のほうから，いや，これはちょっと低いだろう
とか，もっとくれよというのは，商品が売れ出
してからですよね，普通は。
【岩倉】　はい。そうですね。
【高崎】　売れ出してからということは，営業
努力もあるでしょうし，キャッチコピーみたい
なの広告効果もあるかもしれない。そこの部分
って，特許庁，何か判断しておられるとは思い
ますけどね。
【岩倉】　はい。それは，また，それもさっき
のその電話帳みたいなマニュアルにあるんです
けれども，最初の時点でいろんなことを考えて，
従業員の代表者と協議したりしてやるやり方，
それから，そのときにどれだけ貢献したかとい
うようなことも考えますけれども，その申請を
して，それから，特許が取れたときに，得点を
つけていって，それから事後的にものすごく売
れたときにはそれを補償的にするというやり方
もあると。
【高崎】　ああ，そうか。なるほど。
【岩倉】　ただ，これはどれがいいかというの
は，法律にはどこにも書いてなくて，いろんな
やり方がありますよねというのを特許庁はご提
示されていて，裁判所もどれじゃなきゃいけな
いとは言わないですね。
【梶原】　言えないよね。
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【岩倉】　裁判所の仕事は法律の解釈ですか
ら，相当の対価というのは何かというのを判断
するだけで，裁判所にそれがほんとうにできる
のかという議論もありますし，この発明に対す
る会社と従業員の貢献度は何％だという裁判官
は書くんですけれども，裁判官は偉そうにして
いるんじゃなくて，裁判官はそれを判断しない
と判決にならないので，裁判官もつらいお立場
なんですけれども，しているということです。
そういう意味で，大企業と中小企業というお立
場も違うでしょうし，大企業の中にもほんとう
にキヤノンさんのような会社さんから，あるい
は製薬会社さんみたいな会社もありますし，中
小企業さんとおっしゃっても，皆様のようなも
うほんとうに代表される企業さんから，もうほ
んとうに小さい企業さんもあるでしょうし，先
ほど梶原さんがおっしゃったように，分野も，
あるいは顧客がどういう属性かということもあ
るでしょうし，いろんな状況があると思うので
す。けれども，法律というのは，ご案内のとお
り，一つルールをつくらなきゃいけないので，
そこは難しいところだと思うのですが，長澤さ
ん，今のお話を聞いていて，大企業，あるいは
知財協のお立場からして，ここでのご感想はど
うでしょうか。
【長澤】　感想といいますか，今までのお話し
には，共感できる部分が，思ったよりもはるか
に多かったなという印象を持ちました。特に梶
原さんがおっしゃったように，私も経営者の端
くれなので，会社を盛り立てていかなければな
りません。そのためには発明も必要ですが，発
明をもっと産み出すための「インセンティブを
産み出すためのからくり」とおっしゃっていま
したが，まさにいつもそれを考えているわけで
す。だから，我々が扱える資金，もしくはそう
いうインセンティブに使えるお金は決まってい
ますので，この配分についてくらいは，私達に
決めさせてもらい，法律で縛ってもらいたくな

いと考えています。
森さんもおっしゃったのですが，やはり自分

でなければ，発明とか，提案というのは出てこ
ない。これは必死で考えている人だけが出せる
のです。ところが，「僕はこの仕事を与えられ
ているのだから，これが終わったら，あとは家
に帰るのだ」という人は，決していい提案なん
か出せません。だから，「おまえがやらないと，
この会社はおかしくなってしまう」とまで言う
と，必死になって考えてくれる人もいます。そ
ういう人には報いてあげたいわけです。このよ
うな人が確かに発明を出すというのも一理ある
のですが，中には，与えられた業務として発明
を出している人もいる。その場合にはいわゆる
発明なのですが，それには魂が入ってないので
す。なので，私も「おまえ，魂入れろ，仕事に」
とよく言っています。やっぱり魂の入った仕事
をして成果を出した人には，その限られた資金
の中からできる限り報いてあげたい。それは昇
進であったり，また，会長と握手して食事をす
るということでもいいと思うのです。発明者は
すごく喜びますから。
このようなインセンティブの工夫を自由にさ

せていただきたいのですが，先程の電話帳のよ
うな事例集を見ると，色々なことが書いてある
ので，これからあまり大きく外れたことをしな
い方がいいなということで，うちは出願時，そ
れから，高崎さんがおっしゃった登録時，それ
から，その後の実施時と，３回お金を払ってい
ます。この実施時対価の支払いの際には，大体
10人から20人ぐらいの知財部門の部長クラスが
集まって発明を評価します。そこで公平に採点
をして，更に採点の上と下を外してミドルの平
均値をとり，それに応じて対価の額を決めてい
ます。このようなステップを踏めば，平等，且，
公平であるという考えです。個人の判断で評価
してしまうと，これは誰かが勝手に決めたこと
で，不公平であるという意見が，裁判所で言わ
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れる可能性があります。何か法的なリスクのた
めに戦っているようで，知財協の立場から見て
も，その辺は非常に似ていると思いました。
それから，あと，品質表彰，特に今，環境も
大事なので，環境に貢献した活動には環境表彰
という社内制度で表彰します。日本はチームワ
ークでものを作っているという話が出ました
が，まさにそのとおりで，これは日本の圧倒的
な強みなのです。他の国では，絶対このような
チームワークはないですね。設計者が失敗した
としても，生産部門の者が，これはここをこう
すれば何とか作れるかもしれないので，シミュ
レーションしてみるという場合もあるわけで
す。みんなでものを作って，やっとちゃんとし
たものができるということも多々あります。こ
のチームワークに対して何か報いてあげたいの
で，例えばグループ発明賞とか，グループ技術
賞を創設しています。これらは発明の対価とい
う特許法35条に従って払っている対価とは別に
用意しています。本当であれば，発明表彰の際
に，本当に頑張った個人やグループにもう少し
お金を出せるような自由度が欲しいと思ってい
たので，そういう意味で，知財協の立場から見
ても，会社を経営し必要なインセンティブを与
えるという皆様のお話と共通していると思いま
した。職務発明制度があるので，発明者に対し
てきちんとお金を支払いますが，本当に頑張っ
たのは，チームみんななので，チームにもとい
うことで。
【梶原】　あげようと……。
【長澤】　チームを表彰してあげようというこ
とにしたわけです。
【梶原】　名誉でもあるからね。私のところで
……。
【長澤】　盾やメダルをつくって贈呈しています。
【森】　中小企業のいい悪いというのは，現実
として話ですね。やっぱり中小企業というのは
大体社長がいろんなものをつくって何かしてい

るのが多いですね。経営も含めて全部自分がや
るといって，やっています。私の友だちですけ
どね，全部自分が発明するから自分で出してい
ます。給料と同じぐらいのお金をかけて。それ
で，給料と同じぐらい特許の使用料が全部自分
に入るようになっている。うちの近くの…，１
人いるんだけどね。
【梶原】　注射針か（笑）。
【森】　まあ……（笑）。毎年1,000万円から
2,000万円。彼，自分の給料ならそれ位年間年俸。
大体それと同じぐらい特許料をもらうようなシ
ステムをつくっている人もいる。ですから，こ
の制度がいい悪いは別にしてもね，やっぱり中
小企業のおやじって，我々おやじってね，自分
の裁量で幾らでもできちゃうという企業もある
し，それをだめとか，いいとかじゃなくて，そう
いうような現実の会社もあるということですね。
【岩倉】　西村さん，どうぞ。
【西村】　うちの会社はどちらかというと，35
条に対応してないほうですね。

理由が２つありまして，１つには，業界によ
ってかなり状況が違うと思っているんですよ。
といいますのは，梶原会長の話とほぼ似ている
んですけれども，特許というものが企業の業績
にものすごく大きく影響を受ける。例えば製薬
業界，そういったところと，特許というものが
そこまでは企業の業績に密接に関係してない業
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界といろいろあると思うんですよ。うちは中間
的な部類かなと思っているんですね。そういっ
たときに発明者に対して大きく報奨をどうこう
するというのがほんとうにいいことなのかな
と。先ほど長澤さんからも話が出ましたように，
もっと自由にいろんな特許だけじゃなくって，
いろんなことを貢献してくれた人に対して自由
にいろんな評価をし，また，報奨していくとい
うことが経営者にとって大事なことなんじゃな
いかなと。これはやっぱりほんとうの意味での
公平ということにつながると思います。そうい
ったことがあります。
あともう一つは最初のときに私，かなり疑問
に思ったんですけども，そういったことで，キ
ヤノンさんみたいに対応するというのは大事な
ことだと思うんですけれども，じゃあ，被訴訟
リスクがなくなるかというとなくならないと思
ったんですね。ということは，対応するという
のはいいことなんでしょうけども，所詮リスク
としては残ってしまうと。それであれば，もっ
と違うことを考えて，また，従業員さんにいろ
んなことを評価し，報奨していくという制度を
もっと突き詰めたほうがきっと企業経営にとっ
てはいいんだろうなというふうには思ったんで
す。はい。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。
ほんとうに現場のご感覚からの生きたお話が
聞こえているんだと思います。

5 ． 法人帰属について思うこと

【岩倉】　法律論に入りまして恐縮なんです
が，最初にも申しましたけれども，現状の特許
法35条というのは，原則は，従業員に，発明者
に発明権が帰属しまして，職務発明規程だとか，
就業規則があれば，会社にどうこう言わないで，
その発明に関する特許権が移転する。ただ，そ
れに対して，会社は発明者に対して対価を払わ
なきゃいけない。こういう制度でございまして，

その規程なり，就業規則がないと，会社にはそ
の発明の権利が移転はしないと，こういう形に
なっているのが，これについてそれでいいんだ
とか，悪いだとか，これも長年ずっと議論して
いるんですけれども，これ自体，この35条の構
造自体が必ずしも十分に，場合によっては大企
業の中でも，あるいは中小企業であればなおさ
ら理解されてないところも多々あると思うんで
すが，それを踏まえて，皆様のご意見としては
いかがでしょうか。まず，そもそもそういう仕
組みがないと，職務発明規程だとか，就業規則
がないと，会社に特許権が移転しないんだと。
それはおかしいから，最初から会社に帰属させ
たほうがいいと。で，従業員に対する処遇とい
うのは別の問題として考えるべきだという意
見，これが，いわゆる法人帰属説という考え方
なんです。
産業政策の観点から，まさに去年，安倍政権

が知財戦略本部で出したような，今後の日本の
イノベーションのあり方というものを考えた
ら，より産業政策的に考えてもいいんじゃない
かというところで，最初から発明についての権
利を会社に帰属させるという考えがあっていい
んじゃないかというのが出てきたんですね。

で，これに対する批判として，そうしてしま
うと，研究者のモチベーションが下がってしま
う。従業員たちが，そんなんだったらやる気が
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なくなって，場合によっては日本企業から海外
の企業へ逃げちゃうと。むしろ，アメリカなん
かは全然そんな規程はなくて，契約で全て決め
ているんですけど，そういうところでちゃんと
した評価をされるようなところに行っちゃうん
じゃないかと，こういう批判があるんですけれ
ども，皆様のご観点から，最初から発明に関す
る権利が会社にあるというふうにすると，そう
いうデメリット，あるいはイノベーションを逆
に阻害するんだというような批判に対してはど
ういうお考えをお持ちでしょうか。
【梶原】　じゃあ，いいですか。
【岩倉】　どうぞ，じゃあ，梶原さんから。
【梶原】　私は，やっぱり法人帰属説ですね。
というのは，そういう組織があって初めてね，
そういう開発ができる。お客さんを握って，ま
あ，握っていて，取引しているのも企業ですし
ね，そういう組織を通じて今，仕事している社
会ですから。大正デモクラシーのときとはまた
大分違って，あのころは個人企業というのが相
当多かったと思うんだけど，今はもう組織のほ
うが大きいわけですよね。
先ほどお話ししたように，中小企業ですらね，
だんだん中堅，中小ということで組織化してき
ていますが，しかし，それでも，私が言ってい
るのは，経営の主体性がどこにあるかというの
は，やっぱり経営陣が強いと。その強さが，何
といいますか，組織の強さで日本の産業組織の

コアになっていると思うんです。だから，私は，
いつも言うのです，発明，工夫の土壌がどこに
あるかと。それがなければ，従業員の工夫だっ
て，なんだって出てきませんよ。その土壌を維
持するというのは企業ですから。やっぱり企業
主体でこれはいくべきだと思う。
ただ，マイナス，デメリットとしてのその発

明意欲がなくなるじゃないかというようなお話
がありますけれども，それはね，やっぱりその
組織にどれだけ自己移入，自分をね，入れてい
くかという，これは，まあ，一つの人生観の問
題もあるように思いますね。だから，そう簡単
には言えないんで，人生観の合うところで，働
いてくださいとしか言えない。きっとそういう
人は契約社会でやっぱりやるべきでしょうね。
そういう企業，つまり，一つの組織の一員とし
て自分は生きていくと。それで仲間と一緒に一
つの産業をつくっていくんだという，そういう
従業員だっていますから，はっきり言うと。そ
れはそれでね，やっぱり大事にしていく必要が
あると思うんで，だから，全部統一して一つの
原理で縛らないほうが私はいいと思う。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。
森様，どうでしょうか。

【森】　私も，梶原さんと同じようにね，やっ
ぱり企業が中心，法人帰属にあるべきだと思う，
基本的にね。なぜかといったら，やはり会社で
生まれた発明なり何なりはね，会社の現場も含
めていろんな市場，土壌を使って生まれてくる
わけですね。ですから，そこの会社で生まれた
ものは，やっぱり会社を基本とした，権利も会
社にあるべきです。会社で会社と同じようなも
の，生まれるべくしてというか，似たようなも
のをつくったものを個人という，それはいかな
いと。みんなの知恵も含めて周りの知恵を含め
て発明がありますからね。
だけども，その中で，別のものをこれから考

えるかどうかなんだけど，社内の発明でも，一
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生懸命やっている人と事務的にやっている人，
いるわけですよ。この評価を何かでしてあげな
いとね，と考えています。事務的にきてね，時
間になったら帰るっていう人と，会社以外でも
パソコンを開いて，絶えず土日でも何も関係な
く一生懸命考える人もいるのです。
【梶原】　その評価は知財とまた別では？
【森】　だから，そのような一生懸命な人とは
契約を別にして，別個で会社と個人で契約すり
ゃいいんじゃないですかね。基本は発明は会社
のものだけど，あと，そういう発明に真剣に携
わる人は，個々に契約させるようなシステムが
あったほうがやりいいんじゃないかな。
【岩倉】　会社に最初から発明が帰属すると，
先ほど申しました発明意欲が下がるとか，優秀
な従業員が日本の会社から海外に逃げちゃうと
か，こういうデメリットがあるという批判につ
いてはどう思われますか。
【森】　逃げちゃうというデメリットのために
ね，全員じゃなくても，その発明に携わる人は
何か個々の契約をすればいいんじゃないかな，
個々に。
【岩倉】　なるほどね。
【森】　もともと発明はあんまり得意じゃない
という従業員をね，得意じゃなくても，「おまえ，
開発（発明）しろ」と言ったって，そういうの
はできないですよ。事務的な仕事しかできない。
しかし，これを「私にやらせてください」とい
う人がいいものをつくる。そういう人たちを契
約するなり…，ですね。もう事務的にＡ，Ｂ，
Ｃで割り振って，あんたがＡの仕事，これ，Ｂ
の仕事をやってくれと，これは得意，不得意が
あるから上手くいかない。技術部に10年いるか
ら顧客の欲しがる商品を作ってくれといっても
センスがないと出来ない，感性のある若い者は
３～４年で試案を出す。こういう状況も多いわ
けです。
【岩倉】　なるほど。森様のご意見を非常に法

律的にいうと，会社に帰属させるという規程に
して，ただし，契約で会社と従業員が契約した
ときには，この限りではないというただし書き
を置けばいいじゃないかという意見も実はあり
まして，森様がおっしゃったのはまさにそれな
んで，今，非常におもしろいなと思いました。
【西村】　そうですね。もしくは個人で，別の
企業，小さい個人営業ですね。そういった会社
にしてもらうとかいう形もあるかもしれないで
すね。

【岩倉】　なるほどね。じゃあ，ちょっと戻り
まして，高崎さんと西村さん，また先ほどの法
人帰属にしたらば，デメリットが多いという批
判に対してどう思われますか。
【高崎】　そうですね。私は，それは当たらな
いと思います。今日も森さん，梶原さんのお話
を聞いていて，やっぱり中小企業はトップ次第
だなということですね。ですから，中小企業の
トップが，「よっしゃ，じゃあ，これからうち
の会社は知財頑張るよ」と，「どんどん発明し
ようぜ」と言って，社員に号令をかけるために
は，まず，それが法人帰属ということになれば，
中小企業にとっては，私，メリットのほうが多
いと思いますね。で，おっしゃっているように，
報奨金規程を別途中小企業はつくりますよと。
別個規程ですね。もし，仮にその額がちょっと
これは幾らなんでも少ないなと思ったら，多分，
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じゃあ，別の中小企業に行くかもしれませんし，
それは自由ですよね。もともと中小企業の場合，
キヤノンさんみたいにビックビジネスじゃない
んで，何十億，何百億もね，そんな利益がなか
なか上がらないんで，職務発明による報奨金そ
のものが，そんなに大きくないですから，基本
的に中小企業において職務発明の規程がさほど
問題にならないのは，そういう理由もあります。
で，あえて一つだけ，デメリットがあるとす
れば，法人帰属はオーケーなんですが，大企業
帰属になっては困るなという……（笑）。例え
ば大企業と中小企業が同じ共同開発しますよ
ね，研究で。そのときにその大企業と中小企業
の契約の中身なんですが，今，発明者帰属であ
ればですよ，それが中小企業の発明者だったら，
その彼の帰属になります。ところが，法人帰属
になれば，中小企業対大企業の力関係になっち
ゃいますから，そうすると，もう逆に力負けす
るというのはあえてデメリットとして申し上げ
させていただきます。
【岩倉】　そこはちょっとまた特許法から，産
業政策といいますか，独禁法というか，請負法
とかの問題が入ってくる……。
【高崎】　ええ，若干別の問題が，あえてデメ
リットとすれば。
【西村】　なかなか難しいでしょうね。
【岩倉】　じゃあ，西村さん，どうでしょう。
その法人帰属にしたら，いろんなデメリットが
あるんじゃないかという批判についてですね。
ほんとうにそれがあるのかどうか，あるいはこ
れについてのご見識というのはどうでしょうか。
【西村】　正直言って，うちの状況とか見て，
従業員の顔とか，ずっと思い浮かべると，まあ，
ほぼ100％，別に何のデメリットも，デメリッ
トというか，それに対して批判は出てこないと
思うんですね，法人帰属に対して。ただ，もち
ろんそれは，そういった会社に貢献してくれた
ら，ちゃんと報奨しますよという約束事があっ

ての話なんですけどもね。で，特に日本人の特
性を考えますと，やっぱりチームプレーが得意
な民族ですので，イノベーションを加速すると
いうことを考えると，やはり法人帰属のほうが
いいだろうなと思います。
ただ，99％，日本人って大体そっちのほうだ

と思うんですけれども，やはり１％の方という
のは当然いらっしゃるので，そういう方に対し
て，先ほど森会長が言われたみたいに，別の契
約を結ぶパターンをつくっておく。あるいは先
ほど私が言いましたように，もうそういう方は
企業内で起業してくれと。それで，当然企業か
らいろんなアシストはしてあげるけれども，で，
いい発明したら，全部じゃなくて，半々とか，
成果はですね。そういったことをしているとい
うふうな，そういったオプションはつくっておい
たほうがいいんじゃないのかなとは思いますね。
【岩倉】　なるほど。

6 ． 全部契約で決めることについて

【岩倉】　もう一つ，逆にちょっと似た視点な
んですけれども，いや，もうこんな35条みたい
な職務発明規程なんていうのは全部なくしちゃ
って，全てもう従業員と会社の関係で，アメリ
カのように，特許法がこんなことを決めないで，
全部契約でやろうというふうにしたらいいんじ
ゃないかと，こういうご意見もあるんですけれ
ども，これについて中小企業のお立場からする
とどうですか。
先ほど規程をつくるだとか，こういう協議が

できるできない，どこまでやるんだって，そん
な，そこまでやってられるかとかいうところも
あったわけですけれども，全て契約で，アメリ
カなんかは契約社会といいますが，アメリカも
大企業から中小企業までたくさんあるので，簡
単じゃないと思うんですが，基本的にはアメリ
カは，特許に関しては契約で決めます。それを
日本にも導入したらどうだという意見があるん
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ですけれども，これについては，皆様，中小企
業，あるいは各社，皆様の立場からどうでしょ
うか。じゃあ，梶原さんから。
【梶原】　私はね，経済活動というのが今は企
業中心ですよと言いたいですね。小規模であろ
うと大規模であろうと。したがって，その企業
をベースとして，つまり，核としてね，決めて
いくというのがやっぱり，これは順当と言っち
ゃなんだけども，筋です。というのは，企業内
で開発する，企業と企業との間で契約して開発
する。そういう意味で全部企業ですよね，契約
単位が。例えば私たちが今，開発なんかは，あ
る企業から委託を受けて開発をやろうとしてい
ます。しかし，その部分の委託された内容のあ
る部分は，他の企業と提携したほうが仕事しや
すいという場合は，先方の了解をもちろん得ま
すけれども，他の企業と我々で提携します。そ
こでね，改良，改善をしたりして，で，今度は，
「特許権はどうしようか」というその話し合い
になりますよね。それもね，結局その企業の個
人単位ではできませんよ。その企業同士の間で
それをどういう分けて，あるいは後々の収益と
いうか，果実はどういうふうに分けるかとかい
う話にもなるし，あるいは場合によっては，先
方の最終的な納入先との間の関係をどうしよう
かとかいうのは全部企業単位になるわけです
よ。だからね，やっぱり企業ベースで，例えば
企業内で開発された，あるいは発生した特許権，
権利については企業の基準だと思いますね。
ただ，先ほどもちょっとお話が出たように，
特別な契約をやってね，特別な人を入れて，あ
なたにこの部門を任せると，出たものについて
はこういう形であなたにも果実を与えるよとい
うことになりゃ，それは別契約の話ですから，
あくまでも私は企業ベースで企業のことを基準
に原則にしたほうがいい。
【岩倉】　全ての研究員，従業員と契約でやる
というのは，そういう今の会長のご見識からす

ると，必ずしも整合しないということですか。
【梶原】　うん，そう。整合しませんね。はい。
【岩倉】　なるほどね。森様，どうでしょうか。
【森】　全部契約，アメリカ式でするほど，我々
も社員もなれていないと思うんですよね。
一人一人の契約ですか。私どもも技術部と開

発技術というのを分けてあるんですけどね，開
発技術というのは特にいろんなことをやらせる
という，そのグループの意識のある人を集めて
やらせる部署。そういう人の中で契約するとい
うならいいけど，全部の技術者を全部契約とい
ったら，事務的にくる人まで，わけのわかんな
いのも契約するほどのものじゃないという感じ
がします。彼らには，これは会社の規約だよと
いうふうにしたほうが合う。で，もし契約でや
るとしたら，やっぱり結果が問われるし，問い
ますよね。そうじゃないと，何のための契約な
のかということになりますからね。だから，意
欲のある人を契約というか，したほうがやりや
すいんだろうと思う。で，大企業みたいにね，
何千万，何億出すんじゃなくて，売り上げの何
％をどうしようというぐらいのことですよね，
我々，中小企業は。だから，恐れるといったっ
て，売れた分を還元してあげるんだから，売れ
た以上の還元することはないから，何かそうい
うようなほうがやりやすいのかなと私は思って
おります。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。
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高崎さん，どうでしょう。
【高崎】　先ほど特許を開発した，考案者だけ
がそのビジネスに貢献したのではないという，
その不公平感，営業もありますよ，製造もあり
ますという話をしましたね。

そのことをちょっと私なりにまとめた言葉が
MPDPといっています。マーケッティングとは，
お客さんのニーズをしっかりつかんでいるか。
それから，パテント，重要で必要です。それか
ら，デザインも必要ですね。それから，プロモ
ーションも必要でしょう。このMPDPが４つそ
ろって初めて成功します。という不公平感の解
消のためには，やっぱりそのMPDPというのが
大事と思っています。
で，今，契約，個別契約の話をしましたが，
じゃあ，特許の人だけに契約したとします。じ
ゃあ，マーケッティングの人とは契約しないん
ですか，営業の人はどうなんですか，デザイン
は……，じゃあ，全従業員，しなくちゃなりま
せんよね。それは現実的じゃないですね，今の
日本の労働関係においては。ですから，それは
ちょっと無理かなと思います。
【岩倉】　なるほど。西村さん，どうでしょうか。
【西村】　やっぱり中小企業全体の状況を考え
ますと，個別に決めるのが原則というのは，ち
ょっと対応できないと思いますね。「特許って
何？」っていう人の方がもう随分多いのが実情

ですから。基本的には法人帰属としておき，希
望者に対しては別途帰属を定めることができる
という形が一番落しどころじゃないんじゃない
かなというふうに感じますね。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。

7 ． おわりにイノベーション促進

【岩倉】　まだたくさん伺いたいことが何か山
ほどありそうなんですけれども，最後に，皆様
に，あんまり法律がどうこうというじゃなくて，
中小企業，皆様の各社におけるお立場から考え
て，どうやって発明を更に奨励してイノベーシ
ョンを発展させていくか。それから，中小企業
がそれにどうかかわって発展していくかという
ことを一言ずつお答えいただきたいと思うので
すが，お考えいただく前に，長澤さん，今まで
のお話をお聞きになられて，中小企業の代表の
方々のお話の中で，知財協の立場，あるいはキ
ヤノンさんという大企業のお立場から考えて，
今までの，政府や，いろんな議論の中で見えて
いなかったところが，こういうところがあった
とか，こういうことに気がついたとか何かお気
付きの点がありましたら，ご指摘いただけます
か。
【長澤】　中小企業と我々とで違うところが少
しあると感じた部分を話しますと，大企業では，
ある部門で儲かったから，その分け前を技術者
の中でも当該部門従事者に配分するという考え
方だと，儲かる部門の技術者だけが特許を出す
ようになってしまいます。知財活動は長期投資
です。要は，キヤノンという会社は物を作って
飯を食っている会社ですので，物を作るために
は新しい技術が絶対必要です。そうしないと競
合他社に勝てません。だから，「発明は大事です。
発明は大事だから，みんな頑張って考えましょ
う。必死になって考えて新しいものをつくって，
この国のために役に立ちましょう。」と言いた
いのです。そのためにはある程度の，いわゆる
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長期投資，これをあらかじめある程度行ってお
き，その中で成功したものにはまたお金を出し
てあげて，「いい発明を出してくれたよな，また，
次もがんばってくれよ。」というような働きか
けをやりたいわけです。ですので，今，払って
いるお金が，職務発明制度がなくなったからと
か，法人帰属になったからといって変わるわけ
ではないです。ただ，資金をより効果的に使え
るようになると思います。
それから，色々な提案という話をしましたが，
発明以外にも，先程どなたかがおっしゃってい
ましたが，ノウハウとか，あと，習得した匠の
技とか，色々なアイデアとかがあります。アイ
デアは発明だけではありません。これらの人た
ちにもやはり報いてあげたいという気持ちがま
すます強くなりました。
私も工場に行く機会がありますが，キヤノン
にはマイスター制度があります。要は，同じ旋
盤を使って，同じような切削をやる方の中でも，
あっという間にきれいにできる人というのは，
やはり会社にとって，ものすごい貢献をしてい
るから，給料ももちろん上がります。そして「あ
なたはマイスターです。キヤノンの中でたった
３人しかいません。」というマイスターとして
表彰を行います。このようなことは今後もこの
国のためにやっていかなければなりませんし，
大企業としてもやっていかなければなりませ
ん。皆さんの会社でも，本当に，皆さんの会社
が「こういうモノをつくりたい」と考えたとき
に，そのモノつくりのためのモックを誰かにつ
くってもらうしかないのです。そして，この誰か
が一生懸命つくってくれたときのモックというの
はすばらしいものであれば，それで，「よし，こ
れはいける」というような決断をするわけです。
先程話が出ていましたけれども，法律問題は
いろいろあって，従業員との間の契約が難しい
とか，法人帰属化に伴う問題もありますけれど
も，やはり報いてあげたい人に報いることがで

きるような制度にしていきたいと思いました。
【岩倉】　なるほど。ありがとうございます。
じゃあ，ちょっと短時間ですけど，皆様にお

考えいただいたところで，中小企業，あるいは
各社のお立場から，ほんとうに発明を奨励して
イノベーションをこの国でさらに盛んにしてい
くということから，会社と従業員，研究者，そ
れから，研究者じゃない従業員も含めた労務関
係を踏まえて，どういう制度がこの発明をめぐ
ってあったらいいかというようなことについて
のお考えを，森様からいただけますでしょうか。
【森】　発明に限った話でないんですけどね，
日本はものづくりでしか生きられないと言って
いながら，全般的に，ものづくりする人よりも，
物を売る人の方が給料体系を含めていいという
のがね，どうもおかしいなというふう思ってい
るのです。物を一生懸命つくっている人，そし
てもっと今のものづくりの環境に対する制度と
してね，もっと報いるようにしてあげないとい
かんなと思っています。
【岩倉】　ありがとうございます。はい。梶原
様，いかがでしょうか。
【梶原】　そうですね。難しい答えなんですが，
やはり中小とはいえ，企業としてお客様のニー
ズに対応してご満足が頂ける様，開発をつづけ
て行きたいと思っています。ですから，ニッチ
なマーケットなんですが常にその分野における
ナンバーワンのイノベーターでいこうというこ
とを，全社的に話をしています。開発者･発明
者が誰々とか特許数がどうのとかというより，
販売やサービスも全部含めて，お客さんから優
れた開発企業として評価されるように頑張ろう
と言っています。全社的に「相互扶助と連携」
を行動指針として努力しています。もちろん明
らかな個人的発明は高く評価しますが，それも
全体的な考課に反映させており，特別な表彰規
定はありませんが，目標達成については相応に
報いていると思っています。発明者も社業の発



知　財　管　理　Vol. 6428

展の成果の全社的な配分に満足してくれている
のではないかと考えています。
【岩倉】　ありがとうございます。高崎さん，
いかがでしょうか。
【高崎】　中小企業も，ものづくりの活性化が
ほんとうに日本をこれから支えていく原動力に
なると思っていまして，なかなか中小企業の声
が政府に届きにくいということで，知的財産教
育協会の中に中小企業センターというのが先般
できまして，私，初代の所長をちょっと拝命す
ることになりました。今回JIPAさんの座談会
で呼んでいただきましたけれども，また，今後，
日本という日本丸を支える石垣の大きな石，小
さな石として，それぞれ知財を活用できるよう
にそういう声を届けたいと思っていますので，
よろしくお願いします。
【岩倉】　はい。西村さん。
【西村】　先ほどちょっと特許法35条にあまり
対応はしていないというお話をしたんですけれ
ども，私自身，特許法35条についてどう思って
いるかというと，過去形になるんですけれども，
非常にいい法律であったなと思っております。
どういうことかというと，中小企業に対してや
はりイノベーションが必要であると。そして，
過去の延長線でやっていったらいけませんよ
と，イノベーションが必要ですよと。そしてま
た，そのためには特許というものは今までより
以上に重要視しなきゃいけないですよというイ
ンパクトを与えたと思うんですね。その意味で
は非常にいい法律であったなと。要するに，社
会全体に警鐘を鳴らしてくれたという意味では
いい法律であったと思っています。
ただ，法律にしてしまいますと，全産業界，
それから，全企業に対して画一的に適用されま
すので，それについては，先ほど話が出ました

ような見直しというものはおそらくした方がい
いんじゃないかなと思ってございます。
【岩倉】　はい。ありがとうございました。
今日は中小企業を代表される皆様方に，経営

に携わっていらっしゃるお忙しい中，お集まり
頂きましてありがとうございました。司会の至
らぬところでまだまだ伺いたいところが，たく
さんあるんですけれども，私が聞いたり，見た
りしているこの職務発明制度，特許法35条の見
直しについての議論の中で，必ずしも出てこな
かったようなご意見がたくさん出たような気が
いたします。ほんとうに現場の生の声，中小企
業を代表される皆様のご経営の観点からの生き
た生の声が聞けたと思っております。
これを機にぜひこの中小企業のお声，また，

商工会議所さんから，知財協を通じて，できれ
ば政府等に伝えて，より良い法制度に見直して
いくことに，私は法律というのは常に変えてい
いと思っているものですから，そういうことに
つながればいいなと思います。そのきっかけに
なればいいなと思っておりまして，また，これ
を機に皆様のご指導もいただきたいと思います
し，今日はほんとうにお忙しい中を集まりいた
だき，またご意見をいただきまして，本当にあ
りがとうございました。


